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（株）ジェネス
京都府京都市南
区

R4.6.7
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ２ｍ以上の箇所で、要求性能墜落
制止用器具を使用させる等墜落防止措
置を講じることなく、労働者に作業を
行わせたもの

R4.6.7送検

（株）浜洋商事
滋賀県犬上郡豊
郷町

R4.6.24
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

機械のスクリュー回転部に覆い、囲い
等を設けることなく、労働者に作業を
行わせたもの

R4.6.24送検

信和商事（株） 京都府八幡市 R4.9.2
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の７

フォークリフトを使用して作業を行わ
せるにあたり、走行経路内に労働者を
立ち入らせたもの

R4.9.2送検

大同塗料（株） 大阪府豊中市 R4.12.22
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条

機械の回転軸に覆い、囲い等を設ける
ことなく、労働者に作業を行わせたも
の

R4.12.22送検

（株）イケウチ
愛知県丹羽郡大
口町

R5.1.18
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条

労働者に作業を行わせるにあたり、物
体が落下するおそれのある場所に係る
危険防止措置を講じていなかったもの

R5.1.18送検

ＫＵＮＩＸ（株） 滋賀県草津市 R5.3.31 最低賃金法第４条
労働者10名に、１か月ないし２か月の
定期賃金約360万円を支払わなかった
もの

R5.3.31送検
R5.4.20不起訴（起訴
猶予）

関西パネル工業（株） 滋賀県東近江市 R5.4.19 最低賃金法第４条
労働者12名に、２か月間の定期賃金約
269万円を支払わなかったもの

R5.4.19送検

幸坂瓦店
京都府京都市山
科区

R5.4.25
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ２ｍ以上の箇所で、要求性能墜落
制止用器具を使用させる等墜落防止措
置を講じることなく、労働者に作業を
行わせたもの

R5.4.25送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案


